
入会動機の一例としては、健康

維持や健康増進のため、また、

社会参加により自身の生き甲斐

づくりにもなっています。 
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１時間当たりの就業標準単価（配分金）、改定のお知らせ 
 

令和６年４月から１時間当たりの就業標準単価（配分金）が、現行８８０円 

（最低）から９２０円に変更となります。 

 
 

 

人生１００年時代と言われる昨今。当センター

には、地域の公共施設をはじめ地元企業などか

ら多くのお仕事情報が集まります。 

ぜひ、あなたも会員になって、自分の描いて 

いるライフスタイルに合った仕事を見つけて 

ください。 

豊かで健康的な毎日が送れるように私たち

が全力でサポート致しますので、ぜひ、お越し

ください。お待ちしておりま～す！ 
Ｑ 時給は、いくら位に

なるの？ 

Ａ 就業単価は、最低 

８８０円からと 

なっています。 

【矢吹町シルバー人材センター ☎0248-44-5211】 

※ ご自由にお持ち帰りください。 

（令和６年１月～３月） 

 

６６６０００才才才以上限定！ 

私たちと一緒に働いて

みませんか？ 
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☞ お問い合わせは、 
 
  公益社団法人 矢吹町シルバー人材センター  
   矢吹町福祉会館内（〒969-0222矢吹町八幡町 476-1） 

    ☎ 0248-44-5211 FAX0248-44-5212 

 

 

 

 

 

➢ 仕事を発注される方が支払う金額は、・・・ 

 令和６年４月料金改定後の計算例 

裏面下段に記載の１時間当たりの就業標準単価（配分金）に対して事務費 

１４％を加算した金額が請求額となります。 

※（例１) 単価９２０円の業務(草取り、清掃等)を２時間、依頼された場合・・・ 

＠920×２h×1.14=２，０９７円（請求額） 

※（例２）草刈りを２人に２時間、依頼した場合・・・ 

＠1,460 (材料費込み) ×2 人×2h×1.14＝６，６５７円（請求額） 

 

 

 

毎月２回（第２、第４水曜日）、当事務所内で入会説明会を開催して 

います。なお、参加される方は、事前にご連絡ください。 

＝令和５年度＝ 

月 別 第 １ 回 第 ２ 回 開 催 時 刻 

１ 月  １０日（水）  ２４（水） 
午後１時３０分から 

 

（約１時間） 

２ 月 １４日（水）  ２８（水） 

３ 月  １３日（水）  ２７（水） 

 

 

 

 

仕事の依頼も常時、受け付けています。 

入会説明会のご案内 

まずは、電話で

お気軽にご相談

ください。 
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